
 
 
 
 

 
 
企業が成長していくためには、ベンチャー企業から大企業のどのステージにおいても、そこで働
く従業員の存在は欠かせません。人材が定着する企業であるにはハラスメント予防が重要であ
り、2022年 4月に、パワハラ対策が全ての企業に義務付けられるなど、企業・労働者ともに 
ハラスメントへの関心は日々高まっています。 
今回の彩都バイオサイエンスセミナーでは、KECC相談員の布浦弁護士をお招きして、 
ハラスメントにかかわる重要な裁判例からどのような行為がハラスメントにあたるのかを分析
し、ハラスメントに関する法規制、ハラスメントが起きた際に企業が負いうる様々な責任、 
ハラスメント予防の重要な視点についてご講演いただきます。 
また、リアル会場では、ご講演後に布浦弁護士による個別相談会も開催いたします。 
講演内容の他、日々の労務に対する疑問やお悩みを、ぜひお気軽にご相談ください。 
 

【日時】2024年 5月 22日（水） 
13:30～14:15         ご講演 
14:15～14:30         質疑応答 
（休憩 10分） 

14:40～15:40頃まで   個別相談会(リアル会場のみ) 
＊3社限定：事前申込制、先着順（クラブ会員優先とさせていただきます。） 
＊１社当たり２０分程度 
＊相談会にお申込いただいた方には、個別でご連絡いたします。 

【場所】＊ハイブリッド形式 
リアル会場：彩都バイオヒルズセンター会議室（茨木市彩都あさぎ 7-7-18） 
オンライン会場：後日 ZoomURLをご案内 

 

プログラム 

「判例から学ぼう！ハラスメント対策の重要性とそのポイント」 
講師： 布浦 直 氏 （ KECC相談員 ）弁護士 / 梅田総合法律事務所 


